
                            令和 7 年 4 月 30 日  

 

 

災害共済給付制度への加入について 

 

那覇市は学校管理下における児童生徒の不慮の災害に備え、独立行政法人日本スポーツ

振興センターと災害共済給付契約を締結しております。 

災害共済給付とは、学校の管理下において児童生徒が不慮の災害に遭った際、その治療費

等が保護者様に支払われるものであり、当該給付を受けるためには加入が必要となります。 

 

 

１.給付対象 

 

 1）健康保険適用される療養かつ医療費総額 5,000 円以上（自己負担額 1,500 円以上） 

  →医療費総額の 4 割が給付される。 

 

 

 2）学校管理下で生じた災害により後遺症が残った。 

  →障害等級により規定された金額が給付される。 

 

 3）学校管理下で生じた災害により死亡した。 

  →死亡原因により規定された金額が給付される。 

 

２.掛金 

 

 保護者様負担額 ２７０円/年（那覇市教育委員会負担額２０５円） 

※要保護・準要保護の児童生徒の保護者様の負担額は０円となります。 



３.「学校管理下」とは 

 

 

～詳細に関しましては、那覇市又は災害共済給付 web ページをご確認ください。～ 

 

〈那覇市公式 HP〉 

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のご案内｜那覇市公式 ホームページ 

 

 

 

 

〈災害共済給付 web ページ〉 

保護者の方へ 

 

------------------------------------------- 切り取り線 -------------------------------------------- 

同意書 

1.生徒の氏名等    那覇市立寄宮中学校  

            年   組   番 氏名：                

            年   組   番 氏名：                            

            年   組   番 氏名：                            

2.加入の有無            加入する    /    加入しない 

3.保護者様の氏名        氏名：                 印   

全生徒に配布していますが、提出は、

世帯でまとめて提出していただいて

も問題ありません。 

https://www.city.naha.okinawa.jp/child/education/kyouikugakumu/saigaikyufu.html
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx

